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事 業 所 情 報（ 小規模多機能型居宅介護 ） 

                          (平成２６年 ９月３０日現在) 

 

 

事業所名 

    小規模多機能型ホーム 日和野 

 

 

１ 基本情報 

所在地： 〒930-0871 

     富山市下野 1784‐6 

TEL： 076－433－1280 ホームページ：http://toyama-hiyori.jp 

FAX： 076－433－1285 E-Mail：hiyorino@toyama-hiyori.jp 

事業所までの交通手段： JR 高山本線 西富山駅より約１Km（徒歩 13 分） 

事業所開設年月：平成 20 年 1 月 10 日 

介護保険事業者番号： １６９０１００１３４ 介護保険指定年月日：平成 20 年 1 月 1 日 

敷地面積：  １４５２．８４ ㎡ 建物面積：  ６８２．０７ ㎡ 

開設者（経営法人）： 

     有限会社 日和 

設置主体（開設者への委託元等がある場合）： 

 

管理者名：日下 喜代子 

 

２ 事業所の職員体制 

職員総数 常勤職員：  １３名 非常勤、その他：   １０名 計：   ２３名 

職員の専門

資格の保有

状況（複数の

資格保有は

重複記載） 

医師：      名 介護福祉士：   ５名 ヘルパー：    6 名 

看護師：    ３名 理学療法士：    名 作業療法士：    名 

准看護師：    名 保健師：      名 栄養士：     １名 

薬剤師：     名 介護支援専門員： １名 社会福祉士：    名 

（上記以外の資格であって事業所として公表したいものの状況）資格名称         ：人数    名 

 

３ 事業所の方針（運営の方針） 

 利用者一人一人の人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することが出来るよう、地域

住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通い・訪問・泊りのサービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮ら

しを支援します。 
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４ サービス内容 

定員 登録：２５ 人   通い：１５ 人   宿泊：５ 人 

協力医療機関  浅地内科医院 

協力歯科医療機関  さわだ歯科クリニック 

連携・支援先 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

 特別養護老人ホーム 白光苑 

入浴回数、時間の選択の可否  ２～３回／週、 希望時自由 

入浴設備の状況（一般浴・特浴）  一般浴 

地域との交流内容 
運営推進会議、介護教室、避難訓練、祭り 

 小学校文化祭 など 

介護相談員の受け入れの有無  有 

家族会･利用者による自治会等の活動状況  家族会（年 2 回）、運営推進会議（２ヶ月毎）の開催 
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５ サービス利用のために 

利用申込窓口電話番号 ０７６－４３３－１２８０ 

保険給付対象内の 

利用料金 

（要介護度別の平均的な

１月あたり自己負担額） 

要介護１： 11,855 円    要介護２： 16,782 円 

要介護３： 23,789 円    要介護４： 26,115 円 

要介護５： 28,655 円 

【利用内容等により大きく異なる場合がありますので、

契約前に十分にご確認下さい。】 

その他の費用 

（保険給付対象外） 

部屋代   3,025 円／日（宿泊のみ） 

食事代  朝 310 円、 昼 520 円、 夜 410 円 

おやつ代  100 円 

日用品費  150 円 

 

申込時の注意事項 

・集団生活を営むことに支障のないこと。 

・自傷他害の恐れがないこと。 

・通い・訪問・泊りのサービス提供中に医療行為が必要でないこと。 

苦情等受付窓口電話番号 ０７６－４３３－１２８０ 

 

６ 事業所の情報提供資料、見学、実習生･ボランティアの受け入れ 

事業所が利用申込者等に提供している資料名 

（重要事項説明書、パンフレット等） 

事業所の見学

の可否 

実習生の受け

入れの有無 

ボランティアの

受け入れの有無 

 重要事項説明書、パンフレット 

 日和野だより、外部評価結果 
可 有 有 

 

７ その他の特記事項（サービス利用にあたっての留意事項等） 

・利用開始後、利用者の状態が変化した場合、利用を中止する場合があります。 

・契約者は、サービスの中止・変更・追加などあった場合、原則としてサービスの実施日

の前日までに事業所に申し出るものとします。 

・事業者は、契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況によ

り契約者の希望する日時にサービス提供が出来ない場合、他の利用可能日時を契約者に

提示して協議するものとします。 

 

 

 


